
議

案

第

六

十

一

号

杉

並

区

自

治

基

本

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

平

成

二

十

一

年

十

一

月

二

十

一

日

提

出

者

杉

並

区

長

山

田

宏

杉

並

区

自

治

基

本

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

杉

並

区

自

治

基

本

条

例

（

平

成

十

四

年

杉

並

区

条

例

第

四

十

七

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

目

次

中

「

及

び

責

務

」

を

「

及

び

義

務

」

に

改

め

る

。

第

一

条

及

び

第

四

章

の

章

名

中

「

責

務

」

を

「

義

務

」

に

改

め

る

。

第

七

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

３

区

は

、

様

々

な

災

害

等

か

ら

区

民

の

生

命

、

身

体

及

び

財

産

を

保

護

す

る

た

め

、

危

機

管

理

の

体

制

の

強

化

に

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

第

八

条

の

見

出

し

を

「

（

区

議

会

の

役

割

及

び

権

限

）

」

に

改

め

、

同

条

第

一

項

中

「

機

能

」

を

「

役

割

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

を

削

る

。

第

九

条

の

見

出

し

を

「

（

区

議

会

の

責

務

）

」

に

改

め

、

同

条

中

「

図

り

」

の

下

に

「

、

区

民

等

に

対

す

る

説

明

責

任

を

果

た

し

」

を

加

え

、

同

条

を

同

条

第

二

項

と

し

、

同

条

に

第

一

項

と

し

て

次

の

一

項

を

加

え

る

。

区

議

会

は

、

区

政

の

発

展

及

び

区

民

生

活

の

向

上

の

た

め

、

前

条

に

規

定

す

る

権

限

等

を

行

使

す

る

資料2-2-1

1



と

と

も

に

、

区

民

等

の

多

様

な

意

見

の

反

映

を

図

り

、

も

っ

て

自

由

か

つ

活

発

な

討

議

を

し

、

常

に

効

果

的

か

つ

効

率

的

な

議

会

運

営

に

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

第

十

条

の

見

出

し

中

「

区

議

会

議

員

」

の

下

に

「

及

び

区

議

会

議

長

」

を

加

え

、

同

条

中

「

機

能

等

を

果

た

せ

る

よ

う

、

誠

実

に

職

務

遂

行

」

を

「

責

務

等

を

果

た

す

た

め

、

積

極

的

な

調

査

研

究

活

動

を

通

じ

、

審

議

能

力

及

び

政

策

立

案

能

力

の

向

上

」

に

改

め

、

同

条

に

次

の

二

項

を

加

え

る

。

２

区

議

会

議

員

は

、

政

治

倫

理

の

確

立

に

努

め

、

誠

実

に

職

務

を

遂

行

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

３

区

議

会

議

長

は

、

区

議

会

を

代

表

し

、

公

正

か

つ

中

立

に

職

務

を

遂

行

す

る

と

と

も

に

、

区

議

会

事

務

局

の

職

員

を

適

切

に

指

揮

監

督

し

、

事

務

局

機

能

の

充

実

に

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

第

十

四

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

２

区

は

、

前

項

に

規

定

す

る

基

本

計

画

等

の

う

ち

主

要

な

も

の

に

つ

い

て

、

目

標

に

対

す

る

進

捗

状

ち

よ

く

況

の

管

理

を

行

う

と

と

も

に

、

毎

年

度

一

回

、

当

該

進

捗

状

況

を

区

議

会

に

報

告

し

、

か

つ

、

公

表

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

第

二

十

三

条

中

「

及

び

」

の

下

に

「

地

方

公

共

団

体

の

財

政

の

健

全

化

に

関

す

る

法

律

（

平

成

十

九

年

法

律

第

九

十

四

号

）

並

び

に

」

を

加

え

る

。

第

二

十

八

条

の

見

出

し

中

「

政

策

」

を

「

政

策

等

」

に

改

め

、

同

条

中

「

区

は

」

の

下

に

「

、

区

民

等

の

区

政

へ

の

参

画

及

び

協

働

を

推

進

す

る

と

と

も

に

、

区

政

運

営

に

お

け

る

公

正

の

確

保

と

透

明

性

の

向

上

を

図

り

、

住

民

自

治

の

更

な

る

進

展

及

び

区

民

等

の

権

利

利

益

の

保

護

に

資

す

る

た

め

、

別

に

条

例

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

」

を

加

え

、

同

条

た

だ

し

書

を

削

る

。

第

三

十

一

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。



２

区

は

、

こ

の

条

例

の

規

定

の

実

施

状

況

、

社

会

経

済

情

勢

の

変

化

等

を

勘

案

し

、

一

定

期

間

ご

と

に

、

こ

の

条

例

の

内

容

に

つ

い

て

検

討

を

加

え

、

必

要

な

見

直

し

を

行

う

も

の

と

す

る

。

附

則

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

二

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

提

案

理

由

）

区

の

責

務

規

定

を

追

加

す

る

と

と

も

に

、

新

た

に

区

議

会

の

責

務

規

定

を

設

け

る

等

の

必

要

が

あ

る

。
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杉

並

区

自

治

基

本

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

新

旧

対

照

表

新

条

例

旧

条

例

目

次

目

次

前

文

前

文

第

一

章

～

第

三

章

略

第

一

章

～

第

三

章

略

第

四

章

事

業

者

の

権

利

及

び

義

務

（

第

六

条

）

第

四

章

事

業

者

の

権

利

及

び

責

務

（

第

六

条

）

第

五

章

～

第

十

二

章

略

第

五

章

～

第

十

二

章

略

附

則

附

則

（

目

的

）

（

目

的

）

第

一

条

こ

の

条

例

は

、

杉

並

区

（

以

下

「

区

」

と

第

一

条

こ

の

条

例

は

、

杉

並

区

（

以

下

「

区

」

と

い

う

。

）

に

お

け

る

自

治

の

基

本

理

念

を

明

ら

か

い

う

。

）

に

お

け

る

自

治

の

基

本

理

念

を

明

ら

か

に

す

る

と

と

も

に

、

区

民

の

権

利

及

び

義

務

、

事

に

す

る

と

と

も

に

、

区

民

の

権

利

及

び

義

務

、

事

業

者

の

権

利

及

び

義

務

、

区

政

運

営

の

基

本

原

則

業

者

の

権

利

及

び

責

務

、

区

政

運

営

の

基

本

原

則

並

び

に

区

民

及

び

事

業

者

（

以

下

「

区

民

等

」

と

並

び

に

区

民

及

び

事

業

者

（

以

下

「

区

民

等

」

と

い

う

。

）

の

区

政

へ

の

参

画

及

び

協

働

の

仕

組

み

い

う

。

）

の

区

政

へ

の

参

画

及

び

協

働

の

仕

組

み

に

関

す

る

基

本

と

な

る

事

項

を

定

め

る

こ

と

に

よ

に

関

す

る

基

本

と

な

る

事

項

を

定

め

る

こ

と

に

よ

り

、

自

立

し

た

自

治

体

に

ふ

さ

わ

し

い

自

治

の

実

り

、

自

立

し

た

自

治

体

に

ふ

さ

わ

し

い

自

治

の

実

資 料
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現

を

図

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

。

現

を

図

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

。

第

四

章

事

業

者

の

権

利

及

び

義

務

第

四

章

事

業

者

の

権

利

及

び

責

務

第

五

章

区

の

責

務

第

五

章

区

の

責

務

第

七

条

略

第

七

条

略

２

略

２

略

３

区

は

、

様

々

な

災

害

等

か

ら

区

民

の

生

命

、

身

体

及

び

財

産

を

保

護

す

る

た

め

、

危

機

管

理

の

体

制

の

強

化

に

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

区

議

会

の

役

割

及

び

権

限

）

（

区

議

会

に

関

す

る

基

本

的

事

項

）

第

八

条

区

議

会

は

、

地

方

自

治

法

で

定

め

る

と

こ

第

八

条

区

議

会

は

、

地

方

自

治

法

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

区

民

の

直

接

選

挙

に

よ

り

選

ば

れ

た

ろ

に

よ

り

、

区

民

の

直

接

選

挙

に

よ

り

選

ば

れ

た

代

表

者

で

あ

る

議

員

に

よ

っ

て

構

成

さ

れ

る

意

思

代

表

者

で

あ

る

議

員

に

よ

っ

て

構

成

さ

れ

る

意

思

決

定

機

関

で

あ

る

と

と

も

に

、

執

行

機

関

の

区

政

決

定

機

関

で

あ

る

と

と

も

に

、

執

行

機

関

の

区

政

運

営

を

監

視

し

、

及

び

牽

制

す

る

役

割

を

果

た

す

運

営

を

監

視

し

、

及

び

牽

制

す

る

機

能

を

果

た

す

け

ん

け

ん

も

の

と

す

る

。

も

の

と

す

る

。

２

略

２

略

３

区

議

会

は

、

前

二

項

に

規

定

す

る

機

能

等

を

果

た

す

た

め

、

効

率

的

な

議

会

運

営

に

努

め

る

も

の

と

す

る

。
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資 料

（

区

議

会

の

責

務

）

（

区

議

会

の

情

報

の

公

開

及

び

提

供

）

第

九

条

区

議

会

は

、

区

政

の

発

展

及

び

区

民

生

活

第

九

条

の

向

上

の

た

め

、

前

条

に

規

定

す

る

権

限

等

を

行

使

す

る

と

と

も

に

、

区

民

等

の

多

様

な

意

見

の

反

映

を

図

り

、

も

っ

て

自

由

か

つ

活

発

な

討

議

を

し

、

常

に

効

果

的

か

つ

効

率

的

な

議

会

運

営

に

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

２

区

議

会

は

、

別

に

条

例

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

区

議

会

は

、

別

に

条

例

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

区

議

会

が

保

有

す

る

情

報

を

公

開

す

る

と

と

り

、

区

議

会

が

保

有

す

る

情

報

を

公

開

す

る

と

と

も

に

、

会

議

の

公

開

及

び

情

報

提

供

の

充

実

に

よ

も

に

、

会

議

の

公

開

及

び

情

報

提

供

の

充

実

に

よ

り

、

区

民

等

と

の

情

報

の

共

有

を

図

り

、

区

民

等

り

、

区

民

等

と

の

情

報

の

共

有

を

図

り

に

対

す

る

説

明

責

任

を

果

た

し

、

開

か

れ

た

議

会

、

開

か

れ

た

議

会

運

営

に

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

運

営

に

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

区

議

会

議

員

及

び

区

議

会

議

長

の

責

務

）

（

区

議

会

議

員

の

責

務

）

第

十

条

区

議

会

議

員

は

、

区

民

の

信

託

に

こ

た

第

十

条

区

議

会

議

員

は

、

区

民

の

信

託

に

こ

た

え

、

区

議

会

が

前

二

条

に

規

定

す

る

責

務

等

を

果

え

、

区

議

会

が

前

二

条

に

規

定

す

る

機

能

等

を

果

た

す

た

め

、

積

極

的

な

調

査

研

究

活

動

を

通

じ

、

た

せ

る

よ

う

、

誠

実

に

職

務

遂

行

審

議

能

力

及

び

政

策

立

案

能

力

の

向

上

に

努

め

な

に

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

け

れ

ば

な

ら

な

い

。
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２

区

議

会

議

員

は

、

政

治

倫

理

の

確

立

に

努

め

、

誠

実

に

職

務

を

遂

行

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

３

区

議

会

議

長

は

、

区

議

会

を

代

表

し

、

公

正

か

つ

中

立

に

職

務

を

遂

行

す

る

と

と

も

に

、

区

議

会

事

務

局

の

職

員

を

適

切

に

指

揮

監

督

し

、

事

務

局

機

能

の

充

実

に

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

基

本

構

想

等

）

（

基

本

構

想

等

）

第

十

四

条

略

第

十

四

条

略

２

区

は

、

前

項

に

規

定

す

る

基

本

計

画

等

の

う

ち

主

要

な

も

の

に

つ

い

て

、

目

標

に

対

す

る

進

捗
ち

よ

く

状

況

の

管

理

を

行

う

と

と

も

に

、

毎

年

度

一

回

、

当

該

進

捗

状

況

を

区

議

会

に

報

告

し

、

か

つ

、

公

表

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

財

政

状

況

の

公

表

）

（

財

政

状

況

の

公

表

）

第

二

十

三

条

区

は

、

区

民

等

に

分

か

り

や

す

く

財

第

二

十

三

条

区

は

、

区

民

等

に

分

か

り

や

す

く

財

政

状

況

を

説

明

す

る

た

め

、

地

方

自

治

法

及

び

地

政

状

況

を

説

明

す

る

た

め

、

地

方

自

治

法

及

び

方

公

共

団

体

の

財

政

の

健

全

化

に

関

す

る

法

律

（

平

成

十

九

年

法

律

第

九

十

四

号

）

並

び

に

別

に

別

に

条

例

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

財

政

状

況

を

公

表

条

例

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

財

政

状

況

を

公

表
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資 料

す

る

と

と

も

に

、

貸

借

対

照

表

、

行

政

コ

ス

ト

計

す

る

と

と

も

に

、

貸

借

対

照

表

、

行

政

コ

ス

ト

計

算

書

そ

の

他

の

財

務

に

関

す

る

資

料

を

作

成

し

、

算

書

そ

の

他

の

財

務

に

関

す

る

資

料

を

作

成

し

、

公

表

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

公

表

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

政

策

等

に

係

る

区

民

等

の

意

見

提

出

手

続

）

（

政

策

に

係

る

区

民

等

の

意

見

提

出

手

続

）

第

二

十

八

条

区

は

、

区

民

等

の

区

政

へ

の

参

画

及

第

二

十

八

条

区

は

び

協

働

を

推

進

す

る

と

と

も

に

、

区

政

運

営

に

お

け

る

公

正

の

確

保

と

透

明

性

の

向

上

を

図

り

、

住

民

自

治

の

更

な

る

進

展

及

び

区

民

等

の

権

利

利

益

の

保

護

に

資

す

る

た

め

、

別

に

条

例

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

重

要

な

政

策

及

び

計

画

の

策

定

に

、

重

要

な

政

策

及

び

計

画

の

策

定

に

当

た

り

、

事

前

に

案

を

公

表

し

、

区

民

等

の

意

見

当

た

り

、

事

前

に

案

を

公

表

し

、

区

民

等

の

意

見

を

聴

く

と

と

も

に

、

提

出

さ

れ

た

区

民

等

の

意

見

を

聴

く

と

と

も

に

、

提

出

さ

れ

た

区

民

等

の

意

見

に

対

す

る

区

の

考

え

方

を

公

表

し

な

け

れ

ば

な

ら

に

対

す

る

区

の

考

え

方

を

公

表

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

な

い

。

た

だ

し

、

緊

急

性

を

要

す

る

も

の

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

第

十

一

章

条

例

の

位

置

付

け

第

十

一

章

条

例

の

位

置

付

け

第

三

十

一

条

略

第

三

十

一

条

略

２

区

は

、

こ

の

条

例

の

規

定

の

実

施

状

況

、

社

会

経

済

情

勢

の

変

化

等

を

勘

案

し

、

一

定

期

間

ご

と
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に

、

こ

の

条

例

の

内

容

に

つ

い

て

検

討

を

加

え

、

必

要

な

見

直

し

を

行

う

も

の

と

す

る

。


